
「
蒸
発
乾
固
」
で
収
ま
る

な
ら
重
大
事
故
で
は
な
い

な
ぜ
「
蒸
発
乾
固
」
が

再
処
理
工
場
高
レ
ベ
ル
廃

液
の
重
大
事
故
な
の
か
、

高
レ
ベ
ル
廃
液
が

”

蒸

発
乾
固”

で
収
ま
る
の
な

ら
ば
廃
液
の
ガ
ラ
ス
固
化

は
必
要
な
い
で
は
な
い

か
。”

蒸
発
乾
固”

後
の

乾
固
物
の
崩
壊
熱
に
よ
る

溶
融
・
揮
発
・
化
学
爆
発

こ
そ
が
重
大
事
故
で
は
な

い
の
か
等
が
疑
問
で
し
た
。

蒸
発
乾
固
後
は

規
制
対
象
外
！

二
〇
二
〇
年
五
月
の
原

子
力
規
制
委
員
会
資
料
に
、

重
大
事
故

“

蒸
発
乾
固”

の
注
釈
と
し
て
「
高
レ
ベ

ル
廃
液
等
の
冷
却
機
能
が

喪
失
し
た
場
合
に
、
廃
液

等
の
沸
騰
に
よ
り
溶
液
中

の
水
分
が
蒸
発
し
や
が
て

水
分
が
無
く
な
り
、
最
終

的
に
は
溶
質
が
乾
燥
・
固

化
に
至
る
ま
で
の
一
連
の

現
象
を
い
う
」
と
あ
り
、

蒸
発
乾
固
後
は
対
策
の
対

象
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

ウ
ラ
ル
の
核
惨
事
は

硝
酸
塩
爆
発
だ
っ
た

一
九
五
七
年
九
月
に
旧

ソ
連
マ
ヤ
ー
ク
核
兵
器
用

再
処
理
施
設
で
起
こ
っ
た

高
レ
ベ
ル
廃
液
貯
蔵
タ
ン

ク
の
冷
却
喪
失
に
よ
る
事

故

“

ウ
ラ
ル
の
核
惨
事”

で
は
廃
液
の
乾
固
物
が
硝

酸
塩
爆
発
を
起
こ
し
貯
槽

が
破
裂
、
ほ
ぼ
全
て
の
内

容
物
が
環
境
に
放
出
さ
れ

ま
し
た
。

誰
が
高
レ
ベ

ル
廃
液
の
重
大
事
故
を

“

蒸
発
乾
固”

と
定
義
（
再

処
理
規
則
第
一
条
の
三
）
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準
に
な
い

”

蒸
発
乾
固”

を
国
資
料

に
挿
入
し
た

疑
問
解
消
の
手
が
か
り

は
第
一
五
回
原
子
力
災
害

事
前
対
策
に
関
す
る
検
討

チ
ー
ム
会
合
（
二
〇
一
六
年

一
一
月
）
資
料
に
あ
り
ま

し
た
。
こ
こ
で
六
ヶ
所
再

処
理
工
場
の
Ｕ
Ｐ
Ｚ
（
緊

急
時
防
護
措
置
準
備
区

域
）
が
原
発
（
半
径
３
０

ｋ
ｍ
）
よ
り
も
狭
い
５
ｋ

ｍ
と
さ
れ
ま
し
た
。
同
資

料
四
に
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準

で
は
再
処
理
施
設
の
災
害

対
策
上
の
ハ
ザ
ー
ド
を
…

③
大
容
量
液
体
貯
槽
の
破

裂
（
蒸
発
乾
固
）
…
と
定

め
て
い
る
」
と
あ
り
ま
し

た
。
福
島
み
ず
ほ
議
員
を

通
し
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
原
典
の
記

載
箇
所
は

N
O
.
GS
-
G
-2
.1

と
の
回
答
を
得
て
確
認
し

た
と
こ
ろ
「
大
容
量
液
体

貯
槽
の
破
裂
」
と
あ
り
、

（
蒸
発
乾
固)

は
記
載
な

し
と
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
文
書
の
改
ざ
ん
だ

検
討
チ
ー
ム
各
委
員
が

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
も

“

蒸
発
乾

固”

を
重
大
事
故
と
し
て

い
る
と
誤
解
す
る
「
文
書

改
ざ
ん
」
を
規
制
委
員
会

が
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

会
合
は
、
高
レ
ベ
ル
廃

液
の“

蒸
発
乾
固”

止
ま

り
の
環
境
放
出
過
小
放
射

能
量
を
基
に
、
脅
威
区
分

を
「
Ⅱ
」
と
し
（
原
発
は

よ
り
厳
し
い
「
Ⅰ
」
で
す
。）
、

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
別
基
準
を
基

に
Ｕ
Ｐ
Ｚ
を
５
ｋ
ｍ
と
し

た
日
本
原
燃
の
説
明
を
そ

の
ま
ま
承
認
し
た
の
で
す
。

《天恵の海》
２０２2（令和 4年）

７月１２日
第２３４号
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私
た
ち
は
「
使
用
済
み
燃
料

の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規

則
」
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
）

の
重
大
事
故
の
規
定
に
関
す
る

条
文
が
、
高
レ
ベ
ル
廃
液
の
重

大
事
故
を
『
蒸
発
乾
固
』
と
定

義
し
て
い
る
こ
と
に
批
判
を
し

て
き
ま
し
た
。
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
は
「
大

容
量
液
体
貯
槽
の
破
裂
」
と
し

て
い
ま
す
。
破
裂
の
原
因
と
な

る
「
硝
酸
塩
爆
発
」
と
す
べ
き

で
す
。
な
ぜ
「
蒸
発
乾
固
」
と

さ
れ
た
の
か
、
当
会
で
は
規
則

改
定
の
経
過
に
つ
い
て
調
べ
、

そ
こ
に
原
子
力
ム
ラ
出
身
の
委

員
の
存
在
を
確
認
し
ま
し
た
。

現
在
の
規
則
を
改
正
し
、
本

来
の
使
命
で
あ
る
人
々
の
安
全

を
守
る
原
子
力
規
制
委
員
会
と

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

＊
「
は
ん
げ
ん
ぱ
つ
新
聞
」
５
３
０

号
２
０
２
２
・
５
反
原
発
講
座
に
掲

載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
当
会
会
報
で

も
掲
載
し
ま
す
。
（
永
田
）

二

使
用
済
み
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た

物
で
あ
っ
て
液
体
状
の
も
の
又
は
液
体

状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
冷
却
す
る
機
能

が
喪
失
し
た
場
合
に
セ
ル
内
に
お
い
て

発
生
す
る

蒸
発
乾
固



事
業
者
の
言
い
分
を
認
め

て
Ｕ
Ｐ
Ｚ
を
５
ｋ
ｍ
に

田
中
知
座
長
チ
ー
ム

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準
は
各
核

施
設
が
保
有
し
て
い
る
放

射
能
量
か
ら
脅
威
区
分
を

定
め
て
お
り
、
六
ヶ
所
再

処
理
工
場
現
有
の
高
レ
ベ

ル
廃
液
中
の
ス
ト
ロ
ン
チ

ウ
ム
９
０
だ
け
で
も
そ
の

脅
威
区
分
は
「

Ⅰ
」
。

基

準
の
数
十
倍
を
超
え
、
プ

ー
ル
貯
蔵
の
使
用
済
燃
料

も
一
〇
〇
倍
を
超
え
て
お

り
、
再
処
理
工
場
は
脅
威

区
分
Ⅰ
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ
は
３
０

ｋ
ｍ
の
施
設
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
規
制
委
員
会
は
、

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準
は
あ
く
ま

で
も
推
奨
で
あ
り
、
各
国

の
や
り
方
で
良
い
と
し
、

日
本
原
燃
提
出
の
環
境
放

出
放
射
能
量
に
よ
り
そ
の

脅
威
区
分
を
認
め
、
脅
威

区
分
Ⅱ
と
し
た
わ
け
で
す
。

検
討
チ
ー
ム
の
座
長
は
田

中
知
委
員
で
し
た
。

新
規
性
基
準
・
重
大
事
故

を

蒸
発
乾
固
と
し
た

更
田
豊
志
座
長
チ
ー
ム

高
レ
ベ
ル
廃
液
の
重
大

事
故
を

“

蒸
発
乾
固”

と
定
義
し
た
の
は
二
〇
一

三
年
四
月
開
始
の
「
核
燃

料
施
設
等
の
新
規
制
基
準

に
関
す
る
検
討
チ
ー
ム
会

合
」
で
す
。
こ
こ
で
は
更

田
豊
志
委
員
が
座
長
に
な

り
、
再
処
理
工
場
は
フ
ラ

ン
ス
の
技
術
に
よ
る
の
で
、

フ
ラ
ン
ス
基
準
「
廃
液
貯

槽
の
冷
却
喪
失
」
を
参
考

に
決
め
る
と
し
、
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
基
準
「
大
容
量
液
体
貯

槽
の
破
裂
」
は
隠
ペ
い
さ

れ
て
、
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

故
高
木
仁
三
郎
氏
は
蒸

発
乾
固
に
つ
い
て
「
こ
の

段
階
で
は
、
ま
だ
放
射
性

物
質
の
放
出
は
問
題
に
な

ら
な
い
」
（
「
再
処
理
工

場
の
大
事
故
評
価
」
『
科

学
』
一
九
七
七
年
五
月
号
）

と
述
べ
て
い
ま
す
。

原
子
力
規
制
委
員
に
原
子

力
ム
ラ
関
連
者
の
人
選
を

許
し
て
は
な
ら
な
い

こ
の
よ
う
な
重
大
事
故

定
義
や
Ｕ
Ｐ
Ｚ
の
過
小
評

価
の
背
景
に
、
検
討
チ
ー

ム
責
任
者
と
し
て
原
子
力

ム
ラ
の
意
向
を
実
現
さ
せ

た
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
出
身
の
更
田
豊
志
委

員
（
現
委
員
長
）
、
原
発

メ
ー
カ
ー
や
日
本
原
燃
等

か
ら
寄
付
金
等
を
受
領
し

て
い
た
田
中
知
委
員
の
存

在
が
あ
り
ま
す
。
原
子
力

規
制
委
員
会
設
置
法
で
は
、

利
害
関
係
が
あ
る
人
物
は

委
員
に
選
任
さ
れ
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

無
法
状
態
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
人
選
を
許
さ
な
い

運
動
の
必
要
性
を
痛
感
し

て
い
ま
す
。

」

(

掲
載
に
当
た
っ
て
の
補
足)

少
々
込
み
入
っ
た
内
容
で
あ
り

経
時
的
に
見
て
み
ま
す
。

二
〇
一
三
年
四
月
開
始
の
「
新

規
制
基
準
検
討
チ
ー
ム
会
合
」（
更

田
豊
志
座
長
）
は
、
高
レ
ベ
ル
放

射
性
廃
液
の
重
大
事
故
の
一
つ
を

「
蒸
発
乾
固
」
と
す
る
再
処
理
規

則
を
制
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
始

ま
り
で
す
。

三
年
後
の
二
〇
一
六
年
一
一
月

の
「
原
子
力
災
害
事
前
対
策
に
関

す
る
検
討
チ
ー
ム
会
合
」
（
田
中

知
座
長
）
で
、
日
本
原
燃
は
、
蒸

発
乾
固
ま
で
に
環
境
放
出
さ
れ
る

放
射
能
量
を
求
め
こ
れ
を
元
に
再

処
理
工
場
は
脅
威
区
分
Ⅱ
、
Ｕ
Ｐ

Ｚ
は
５
ｋ
ｍ
と
す
る
資
料
を
提
出

し
、
こ
れ
を
チ
ー
ム
は
そ
の
ま
ま

了
解
し
ま
し
た
。
こ
の
決
定
過
程

で
国
（
規
制
委
員
会
は
）
は
Ｉ
Ａ

Ｅ
Ａ
文
書
と
し
て
「
➂
大
容
量
液

体
貯
槽
の
破
裂
（
蒸
発
乾
固
）
」

と
す
る
和
訳
文
書
の
改
ざ
ん
を

し
、
再
処
理
工
場
は
原
発
よ
り
安

全
と
し
た
の
で
す
。

二
〇
二
〇
年
五
月
の
原
子
力
規

制
委
員
会
資
料
の

“

蒸
発
乾
固”

の
注
釈
で
は
、
蒸
発
乾
国
後
を
対

策
の
対
象
と
し
な
い
書
き
方
で
し

た
。
疑
問
に
思
い
、
遡
っ
て
調
べ

経
過
の
概
要
が
判
明
し
ま
し
た
。

六
月
一
二
日
最
高
裁
（
第
二
小
法
廷
）
は
、
福
島
原
発
で
被
害
を
受
け

た
住
民
ら
が
国
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
四
件
の
集
団
訴
訟
に
つ
い
て
、
国

の
責
任
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。

て
、
約
六
㍍
の
到
来
津
波
の
被
害

を
免
れ
た
と
い
い
い
ま
す
。

忍
び
寄
る
「
安
全
神
話
」

原
子
力
規
制
委
員
会
は
大
丈
夫
か

私
た
ち
は
、
今
号
記
事
で
、
六

ケ
所
再
処
理
工
場
に
貯
ま
る
高
レ

ベ
ル
放
射
性
廃
液
に
つ
い
て
の

「
再
処
理
規
則
」
：
重
大
事
故
の

条
文
に
、
高
レ
ベ
ル
廃
液
の
蒸
発

乾
固
後
の
硝
酸
塩
爆
発
や
溶
融
揮

発
の
規
定
が
な
い
こ
と
を
問
題
と

し
ま
し
た
。

六
ケ
所
再
処
理
工

場
に
貯
ま
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃

液
は
原
発
事
故
よ
り
超
危
険
で

す
。
冷
却
が
止
ま
れ
ば
、
発
熱
し

蒸
発
乾
固
し
、
さ
ら
に
硝
酸
塩
爆

発
等
に
至
り
、
そ
し
て
貯
槽
容
器

破
裂
は
高
レ
ベ
ル
の
放
射
性
物
質

の
広
範
な
飛
散
を
も
た
ら
し
ま

す
。
国
際
原
子
力
機
関
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

も
定
義
し
て
い
る
事
故
で
す
。

も
し
再
処
理
工
場
に
大
事
故
が

起
き
た
な
ら
、
国
も
事
業
者
も
、

「
高
レ
ベ
ル
廃
液
は
蒸
発
乾
固
で

止
ま
る
と
規
則
に
書
い
て
あ
っ

た
」
「
私
に
は
責
任
が
な
い
」
な

ど
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
（
尚
）

国
策
原
発
推
進
の

責
任
者
は
誰
？

今
回
の
裁
判
は
、
民
事
裁
判
で

す
が
、
単
に
損
害
補
償
の
負
担
額

が
ど
れ
く
ら
い
か
の
問
題
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
巨
大
原
発
事
故
に
よ

り
、
突
然
住
み
慣
れ
た
故
郷
を
奪

わ
れ
家
や
財
産
を
失
い
、
家
族
が

バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
り
、
大
き
な

被
害
を
受
け
た
被
災
者
へ
の
、
賠

償
責
任
の
問
題
で
す
。
国
策
と
し

て
原
発
を
推
進
し
て
来
た
の
は
国

で
あ
り
国
に
責
任
な
し
な
ど
あ
り

え
ま
せ
ん
。

「
長
期
予
測
」
通
り
の
津
波
が
来
た

判
決
は
「
想
定
外
の
巨
大
津
波

襲
来
」
と
し
ま
し
た
が
、
実
際
に

は
福
島
原
発
に
到
来
し
た
津
波
は

「
最
大
一
五
・
七
㍍
」
と
ほ
ぼ
予

測
通
り
の
波
高
で
し
た
。
国
は
電

気
事
業
法
に
よ
り
東
電
に
原
発
事

故
緊
急
対
策
を
命
じ
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
す
。
例
え
ば

茨
城
県

東
海
第
二
原
発
と
東
海
再
処
理
工

場
は
、
防
潮
堤
の
二
㍍
ほ
ど
の
か

さ
上
げ
工
事
な
ど
を
行
っ
て
い


